
オンサイトＰＰＡ方式による川岸学園太陽光発電設備等導入業務仕様書 

 

 

 

１．目的 

本市は、第５次岡谷市環境基本計画（第２次岡谷市地球温暖化対策実行計画）及び岡谷

市ゼロカーボンシティ宣言に基づき、温室効果ガス排出量を２０５０年までに実質ゼロと

するために、市民・事業者・行政が連携・協力し推進している。 

本業務は、岡谷市再生可能エネルギーポテンシャル調査の結果及び施設運用計画等に基

づき、現時点で導入可能と判断した「岡谷市立岡谷西部中学校」及び「認定こども園・岡谷

市立川岸小学校」に対し、オンサイトＰＰＡ方式で太陽光発電設備等を導入し、一体的な

川岸学園整備業務として同時にプロポーザルを実施するものである。 

 

２．業務期間 

業務期間は次のとおりとする。 

（１）整備期間 

施設ごとに活用する国補助金等の規程に定められた事業完了日までに、設備の施工、

系統連系等手続き、試験運転等を完了させ、施設への電力供給可能な状態とする。な

お、工事期間については市と協議の上、可能な限り最短期間で行うこと。 

（２）運転期間 

施設ごとに運転開始日が異なることを前提とし、各施設の運転開始日から最長で２

０年間とする。なお、運転期間終了後に同一設備を使用しての運転、維持管理及び電力

供給を継続する場合には、別途協議及び手続きを行うものとする。 

 

３．対象施設 

対象施設は以下の施設とする。 

１．岡谷市立岡谷西部中学校：岡谷市川岸中一丁目１番１号 

２．認定こども園・岡谷市立川岸小学校：岡谷市川岸中一丁目１番２号 

 

４．業務内容 

業務実施において網羅すべき基本項目を示す。具体的手法や追加内容については提案事

項とするが、「参考資料１ 対象施設におけるオンサイトＰＰＡ方式を想定した基本設計資

料（ＰＤＦデータ）」「参考資料２ 対象施設における年間３０分電力需要実績（ＣＳＶデ

ータ）」を基にした提案とする。 

なお、本業務に係る事前調査、各種調査、各種調整・説明、諸手続き、設備導入、維持管

理、撤去等に要する費用はすべて事業者が負担する。 

 



（１）設備詳細設計 

事業者選定での提案内容を基に、本業務実施に必要な詳細設計（付随工事等含む）を

行う。 

（ア）設計： 

当該施設の構造、設備及び現地状況を十分把握し、疑義があった場合には関係者

との協議及び確認をした上で実施すること。 

（イ）禁止事項： 

既設の屋根に穴空けをして設備を固定するなど、当該施設の運用に支障をきたす

可能性がある手法は禁止する。 

（ウ）設計の基礎： 

市の示す資料及び独自調査資料を基に、当該施設の運用に支障が無い内容で実

施する。なお、資料のみでの判断をせず現地の状況を把握しての実施を前提とする。 

（エ）容量： 

太陽光発電設備や蓄電池の容量については、可能な限りの最大容量導入を図る

こと。なお、容量については市の示す資料を基に検討及び提案すること。 

（オ）周辺への配慮： 

日陰、反射光、輻射熱及び騒音による周辺への影響については十分に配慮した設

計とすること。 

（カ）太陽光発電設備の選定： 

ＪＥＴ認証を取得したもの、またはそれに相当する品質及び安全基準に準拠し

た製品であること。 

（キ）蓄電池の選定： 

①システムに組み込んだ実使用状態においての保証期間が１０年以上であること。 

②ＪＩＳ規格を取得したもの、またはそれに相当する品質及び安全基準に準拠し

た製品であること。 

③災害発生時の活用に必要な残量を保てる製品であること。 

（ク）非常用コンセント： 

停電等非常時に独立電源として使用できるコンセントを設置すること。なお、設

置場所については市と協議の上決定すること。 

（ケ）表示モニター： 

①運転状況について、目視で確認、認識できる発電状況表示モニターを設置する

こと。なお、３０分毎の発電量等の詳細情報について必ずしも表示する必要は

ないが、随時データ提供可能な状況とすること。 

②環境教育に活用することも想定すること。 

（コ）独自提案の設計： 

市の脱炭素社会実現による提案がある場合には、本業務と同時に、それに関する

詳細設計等を行うこと。 



（サ）詳細設計における資料等の提出： 

市に提出し協議、承諾を受けること。なお、以下書類を電子データ及び紙資料で

提出すること。 

①設計関係書類 

・平面図・立面図・単線結線図・設備図・配置図・機器仕様資料・その他工事に

関連する図面 

②工事関連書類 

・工程表 ・業務体制図 

③維持管理計画書 

・運用期間における維持管理体制及び実施計画 

④手続き等確認書類 

・工程表 

・市及び関連機関に対する各種申請等手続き書類 

⑤その他市が必要とする書類 

（２）認定こども園・岡谷市立川岸小学校に関する特記事項 

①提案の基礎： 

「認定こども園・岡谷市立川岸小学校」については、現在の「岡谷市立川岸小学

校」の電気料金データの予想電気使用量を参考として提案すること。 

②再提案の実施： 

令和８年度中に、改めて「認定こども園・岡谷市立川岸小学校」についての電気

料金単価、設置規模等を提案し、市の承認を得ること。 

③事務手続き： 

令和９年度補助金申請に伴う事務手続きについては、令和９年度に改めて市と別

途協議し、調整すること。 

（３）設備施工・試験 

対象施設において本業務実施に必要な設備施工及び運転のための試験を行う。 

（ア）施工・動作確認： 

設備導入及び付随工事に関する工事・工事管理業務及びその関連業務を行い、運

転期間前に動作確認等の試験を完了させ、当該施設への電力供給可能な状態とす

ること。 

（イ）独自提案の施工： 

市の脱炭素社会実現による提案がある場合には、本業務と同時に、それに関する

施工等を行うこと。 

（ウ）市との協議： 

工事期間や時間、施工方法（仮設や部材搬入含む）等について実施前に市と協議

すること。特に工期については、市と協議の上、可能な限り最短期間での完了に努

めること。 



（エ）安全・利便性の確保： 

当該施設の用途や状況等を考慮し、車両の通行を含めた施設利用者及び近隣住

民等の安全と利便性を確保すると共に、特に大きな音の出る工事、車両の通行、ク

レーン等重機を使用する工事の実施については、施設利用者及び近隣に対し特段

の配慮と調整をするものとする。 

（オ）既存施設への配慮： 

工事の際に既存建物、設備及び周辺施設等に支障が出ないよう、養生等十分な対

応を行うこと。 

（カ）識別ラベル： 

設置する設備については、ラベル等を用いて当該業務に関連する設備であるこ

とを把握できる状況にすること。なお、ラベル等は屋外設置に耐えられるものとし、

以下については最低限表示すること。  

①本業務名 ②事業者名 ③緊急連絡先  

なお、維持管理において設備の一部を交換等した場合にはその旨を把握できるラ

ベル等に交換するものとする。  

（キ）届出手続き： 

工事に必要な届出手続き業務及びその関連業務を行う。 

（ク）市による確認： 

工事着手及び竣工時には、現場で市の確認を受けること。なお、竣工時には以下

書類を電子データ及び紙資料（２部）で提出すること。 

①完成図面、②機器仕様書、③機器取扱説明書、④機器保証書及び保証書に相当

する資料の写し、各種許認可に係る書類の写し、⑤その他必要な書類  

（ケ）原状回復： 

設備設置後、設備設置箇所以外の原状復帰を行う。 

（４）設備運転・管理及び電力供給 

設置した設備の運転、管理をするとともに、当該施設への電力供給を行う。 

なお、網羅すべき基本事項は以下に示す。  

（ア）運転・維持管理： 

運転期間中の当該設備運転管理及び維持管理を行う。実施内容は、維持管理計画

書に記載した内容とするが、その内容が不十分であった場合には、市が事業者に対

して必要な設備メンテナンスを命じ、事業者負担でメンテナンスを行うこととす

る。 

なお、設備の保安管理等について、既存契約を変更する必要がある場合、本業務

に起因する増額分の負担は事業者負担となる。 

 

（イ）電力供給： 

運転期間中に当該設備で発電した電力の当該施設への供給を行う。 



（ウ）履歴報告： 

メンテナンスを含めた運転及び維持管理の履歴を報告書として作成し、毎年１

回市に提出すること。 

（エ）削減効果の分析： 

設置した設備の稼働による温室効果ガス排出量の削減効果について、適切な計

測、検証手法により分析する。実績データ及び分析データについては毎年度市に報

告すると共に、市が求めた場合には随時データの提供を行うものとする。 

（オ）独自提案の実施： 

市の脱炭素社会実現による提案がある場合には、本業務と同時に実施すること。 

（カ）市による改修工事： 

当該施設について、市が別途改修工事等を実施する際は、必要に応じて設備の一

時的な運転停止及び移設に応じること。なお、移設費用等の負担については、その

都度、市と事業者が協議して定めるものとする。 

（５）その他作業 

本業務実施に際して必要な業務を行う。 

（ア）法令等手続き： 

業務実施にあたり、各種法令及び条例等の規定に基づき届出等を要する場合に

おいて、事業者が必要な手続きを調査し、所管官庁等にて手続きを行うこと。 

（イ）国庫補助事業： 

本業務は「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散

型エネルギー設備等導入推進事業」等を活用して実施すること。なお、施設ごとに

申請年度が異なることに留意すること。 

（ウ）市の取組支援： 

岡谷市ゼロカーボンシティ宣言に賛同し、市の脱炭素社会実現への取組に対し

て積極的な支援を行うこと。 

（エ）操作説明： 

導入した設備の操作説明書、非常時手順書等の作成及び説明を行うこと。 

 

５．電気料金について 

電気料金について網羅すべき基本項目を示す。 

（１）市は設置導入した設備から供給された電力使用量に契約単価を乗じた代金を運転期

間において支払う。なお、電力使用量は、提案時に提示した手法により計測を行うも

のとする。 

（２）契約単価は、電力使用量に対する電気料金単価のみとし、月別及び時間帯別に異な

る単価の使用は認めず、原則、契約期間中一定とする。 

（３）本業務の性質上、契約単価には設備の設置、運用、維持管理等、本業務の目的を達成

するために必要な諸経費を含めるものとする。  



（４）電気料金単価は、「岡谷市立岡谷西部中学校」と「認定こども園・岡谷市立川岸小学

校」それぞれで個別に提示すること。 

（５）契約は整備完了後に行うこととなるが、契約単価は提案時の金額（認定こども園・岡

谷市立川岸小学校については令和８年度中の再提案時の金額）を上回らないことを必

須とする。また、いずれの施設においても、実施要領７（３）に定める上限額を超える

ことは認めない。 

 

６．対象施設利用について 

対象施設の利用について網羅すべき基本項目を示す。 

（１）対象施設を本業務用途に限り使用する。 

（２）本業務実施のため施設を使用するにあたり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３８条の４第７項に基づき、施設ごとに行政財産の目的外使用許可を受けること。

なお、整備期間及び運転期間中の施設使用料金等は全額減免とする。 

（３）行政財産の目的外使用許可の期間は１年以内とし、年度ごとに更新手続きを行うも

のとする。 

 

７．運転終了後の設備について 

（１）運転終了後、業務を実施していた事業者の責任と負担において発電設備等当該業務

で設置した設備を撤去するものとする。なお、撤去により施設に修繕が必要となった

場合には事業者において修繕を行うものとする。 

（２）設備撤去に際しては、当該施設の状況を踏まえ、大きな音の出る工事、クレーン等重

機を使用する工事の実施日については市及び関係者に対し十分な配慮及び調整をする

ものとする。また、既存建物、設備及び周辺施設等に支障が出ないよう、養生等十分な

対応を行うこと。 

（３）運転終了の事前に市から希望があった場合、事業者は市と協議の上、導入設備を市

に無償譲渡する。 

 

８．その他 

（１）事業者は、「岡谷市立岡谷西部中学校」及び「認定こども園・岡谷市立川岸小学校」

において、それぞれ覚書及び契約締結前に本業務についての業務内容、スケジュール、

遵守事項等について、市と十分に協議し契約等を締結すること。 

（２）事業者は、業務着手前に本業務に係る設備詳細設計等を提示し市の承諾を得ること。 

（３）事業者は、業務の実施状況について、市に定期的に報告し、市から報告依頼があった

場合、随時対応すること。 

（４）事業者は、本業務に関する文献等資料を収集し、十分な調査をすること。 

（５）事業者は、本業務の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。業務終了

後も同様とする。 



（６）事業者は、本業務の実施にあたり、関係法令及び関係通知等で示された本業務に関

する事項を十分検討し、遵守しなければならない。 

（７）本業務の遂行に必要な関係資料を事業者に貸与するが、この場合、事業者は貸与を

受けた資料の一覧を作成の上市に提出し、終了後速やかに返却するものとする。  

（８）本業務の執行等に伴う費用は、本業務仕様書等に明記がないものであっても、原則

として事業者の負担とする。 

（９）本業務で得られた成果物の著作権及び利用権は、ホームページ等媒体への掲載を含

め市に帰属する。 

（10）事業者は、関係機関との協議が必要なとき又は協議を求められたときは、誠意をも

ってあたり、協議内容を記録した打合せ記録簿に関係資料を添えて市に報告しなけれ

ばならない。 

（11）事業者は国及びその関係機関による補助金の申請等について市と協議をし、申請書

等の提出については市の承認を得て行うこと。申請した補助金の採択状況等について

も、市と共有すること。 

（12）業務遂行に際し、業務内容の変更もしくは当該業務以外の業務の必要が生じた場合

は、その段階で市とその対応について協議するものとする。その際に必要な資料は事

業者が作成する。 

（13）業務に関連する契約不適合（設備設置を起因とする雨漏り等）が発見された場合は、

市の指示に従い、必要な処置を事業者の負担において行うものとする。 

（14）事業者は、本業務において生じた事業者の責めに帰する諸事故に対しての責任を負

い、損害賠償の請求があった場合には、事業者が一切を処理するものとする。 

（15）業務実施にあたり、国補助金不採択等の理由により実施が不可能となった場合にお

いても、それまでに発生した費用については全額事業者の負担とする。なお、「認定こ

ども園・岡谷市立川岸小学校」については、令和９年度補助金の状況により実施判断

がなされる点、及び事務手続きを別途調整する点に留意すること。 

（16）事業者は、運転期間満了まで業務が継続できる体制を構築すること。 

（17）事業者は、苦情（騒音、振動、熱、反射等）に対して、事業者の負担により対応する

こと。 

（18）本業務仕様書は、当該業務に関し、市と事業者が遵守すべき基本事項を示すもので

ある。本業務仕様書に明記されていない事項、または業務遂行に関して疑義が生じた

場合は、市と協議の上、その指示に従うこと。 


